
 

 

 

船橋市との「災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定」等の締結について 

 

 

2020年11月19日 

東京電力パワーグリッド株式会社 

京葉支社 

 

東京電力パワーグリッド株式会社京葉支社（京葉支社長 岡崎 匡人）では、船橋市（船

橋市長 松戸 徹）と災害時の長期停電に備え、「災害時における停電復旧の連携等に関

する基本協定」と当該基本協定に基づく3つの覚書を、それぞれ締結しましたのでお知ら

せします。 

 

 令和元年房総半島台風では千葉県内において、大規模かつ長期の停電が発生し、電力復

旧に長時間を要したことから、船橋市との連携を強化し、災害時に迅速な電力復旧や道路

啓開等の活動を行えるよう、双方が連携する内容や役割分担を定めた協定及び覚書を締結

したものです。 

 

１．協定締結式 

（１）日 時 2020年11月19日（木）15:00～ 

（２）場 所 船橋市役所 第２応接室（９階） 

（３）出席者 船橋市長 松戸 徹 

       東京電力パワーグリッド株式会社 京葉支社長 岡崎 匡人 

 

２．締結した協定および覚書 

（１）基本協定 

   ・災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 

（２）覚書 

・災害時における停電復旧作業及び啓開作業に伴う障害物等除去に関する覚書 

・災害時における連絡調整員の派遣に関する覚書 

・災害時における電源車の配備に関する覚書 

 

以 上 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ】 

東京電力パワーグリッド株式会社 千葉総支社 

広報担当：矢尾板（ﾔｵｲﾀ） 043-225-1099 



目的外使用・複製禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

協定締結式 船橋市役所 第2応接室
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